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厚 生 委 員 会 

 

日   時 平成２２年９月８日（水）午前１０時００分開会－午後２時２１分閉会 

場   所 役場３階 第２委員会室 

 

出席委員 出口委員長、小川副委員長、鍛治、中原、和田、反保、辻下（文） 

      竹内副議長 

 

欠席委員 なし 

 

傍聴議員 谷本、辻下（正）、豊国 

 

出席理事者 田代町長、芦田住民福祉部長、白井総括理事、中村総務部理事兼特命対策課担当理事、 

      南住民福祉部理事兼子育て支援課長、岡本住民福祉部理事兼保険年金課長、 

      波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長、 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長、廣田住民福祉部高齢福祉課長、 

      立石深日保育所長、古橋特命対策課長（行政改革兼収納対策担当）、 

      福井住民福祉部高齢福祉課主幹、岩田住民福祉部地域福祉課福祉係長、 

池下住民福祉部高齢福祉課介護保険係長、中口総務部長 

       

案   件 

     （１）付託案件について 
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（午前１０時００分 開会） 

出口委員長 皆さん、おはようございます。 

ただいまから、厚生委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は７名全員出席です。 

理事者側についても全員出席でございます。 

携帯のほう、マナーモードにお願いしたいと思います。 

９月２日の本会議において、本委員会に付託を受けました議案１０件の審査を行います。 

それでは、これより議事に入ります。 

なお、発言者については、必ずマイクのスイッチを入れてから発言をお願いいたします。 

また、質疑についての理事者の答弁は所属部署と氏名を言ってからお願いいたします。 

議案第６１号「平成２２年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件」のうち、本委員会

に付託された案件について議題といたします。 

本件について、担当課から説明を求めます。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 それでは、平成２２年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件のう

ち、当委員会に付託されました案件についてご説明いたします。 

委員会資料の１ページをご参照ください。 

初めに、歳入についてですが、国庫支出金、民生費国庫補助金、老人福祉費補助金とい

たしまして６９０万９，０００円の増額補正をするものです。 

内訳といたしましては２項目ございますが、１つ目に地域介護・福祉空間整備等交付金

３７３万６，０００円です。 

この交付金は、消防法施行令の改正により平成２１年４月より設置が義務化されました

スプリンクラーを整備するため、既存小規模福祉施設、高齢者グループホームに対してス

プリンクラー整備事業補助金を交付することで、法定期限の平成２４年３月３１日までに

スプリンクラーの設置を促すものです。 

２つ目に、生活・介護支援サポーター養成事業補助金３１７万３，０００円です。 

この補助金は、地域福祉サービスの担い手となる人材を養成するための生活介護支援サ

ポーター養成事業に充当いたします。補助率は１０分の１０です。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 府支出金、民生費府補助金、児童福祉費補助金といたしまし

て、子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）３３９万８，０００円を増額補正

するものです。 
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内容につきましては、子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）として２８４

万１，０００円、地域福祉子育て支援交付金（子育て支援分野特別枠）５５万７，０００

円です。 

詳細については、歳出で詳しく説明させていただきます。補助率は１０分の１０です。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 続きまして、諸収入、雑入としまして３４万２，

０００円の増額補正を計上いたしております。 

内容としましては、指定管理者からの健康ふれあいセンター利益納付金です。 

この件につきましては、２１年度の収支決算におきまして１７１万３，４０３円の黒字

となりましたので、指定管理者との年度協定書に基づきまして、上回った額の２０％の利

益還元分を歳入するものでございます。 

以上、当委員会付託分としまして、合計１，０６４万９，０００円の増額補正を計上い

たしております。 

続きまして、歳出についてご説明させていただきます。資料は２ページをご参照くださ

い。 

民生費、社会福祉費、障害者福祉費としまして、７３４万２，０００円の増額補正を計

上いたしております。 

内容としましては、２１年度の障害者自立支援事業給付費及び障害者医療費が確定した

ことに伴う精算金で、国、府への返還金合わせて３件分でございます。 

内訳としましては、国庫への返還金として障害者自立支援給付費１４４万５，０００円、

障害者医療費５６３万５，０００円、府への返還金としまして、障害者自立支援医療費分

２６万２，０００円です。 

次に、社会福祉費としまして消耗品費９６万３，０００円の増額補正を計上いたしてお

ります。 

内容としましては、緊急時や災害時の住民の安心と安全の確保につなげる救急医療情報

キット配布事業に充当するため、キットの作成経費として計上するものです。 

減災・防災まちづくり推進事業の一環としまして、希望する全世帯を対象に配布する計

画で、配布に当たりましては自治区長会及び民生委員児童委員協議会の協力を得て取り組

む予定としております。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 次に、老人福祉費、老人福祉施設整備事業としてスプリンクラー整

備事業補助金３７３万６，０００円を増額補正するものです。 
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本補助金の交付対象事業所は、認知症・高齢者グループホームなぎさで、町は補助金の

経由機関となり、町負担はありません。 

続きまして、生活・介護支援サポーター養成事業として３１７万３，０００円です。 

内容といたしましては、養成講座の企画、運営費などの経費を含みます生活介護支援サ

ポーター養成事業委託料２６４万６，０００円、プロジェクター、スクリーン、パソコン

などの購入費が５２万７，０００円です。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 老人医療助成費、老人医療助成費府制度分としまして３９６

万７，０００円を計上しております。 

内容としましては、前年度医療費の確定による精算分として老人医療府補助金を返還す

るものでございます。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 ひとり親医療助成費２万７，０００円です。 

この予算は、ひとり親医療費公費負担助成事業補助金返還金で、前年度の医療費の確定

に伴う大阪府への返還金です。 

児童福祉費、保育所運営費として５５万７，０００円です。 

内訳としては、消耗品費３万１，０００円、本棚の購入費１７万９，０００円、図書の

購入費３４万７，０００円です。 

この予算は、保育所に絵本、本棚を購入し、保護者の方に絵本等を貸し出しするもので

す。 

次に、安全こども基金特別対策事業として２８４万１，０００円です。 

内訳としては、中高生の居場所事業委託料７９万４，０００円、中高生の居場所として

の青少年センターを改修する工事費１４１万５，０００円、青少年センターに設置する備

品としてカウンター、本棚、テーブル等で６３万２，０００円です。 

この予算は、青少年センターの１階部分の学習室、プレイルームを改修して、中高生の

居場所をつくるものです。 

具体的には、中学生や高校生を中心とした青少年に放課後や休日に自由に出入りできる

居場所をつくることで、自習や仲間づくり、自主的な活動に取り組む子育て支援活動を支

援します。 

次に、乳幼児医療助成費１０４万６，０００円です。 

内訳としては、住民情報システム改修委託料７３万５，０００円、大阪府乳幼児医療費

助成事業費補助金返還金２９万９，０００円、乳幼児入院時食事療養費助成事業費補助金
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返還金１万２，０００円です。 

この予算は、平成２３年４月より乳幼児医療の制度拡充を行うため、住民情報システム

を改修する委託料でございまして、現在、通院については対象年齢が４歳までとなってい

ますが、２歳引き上げ、小学校入学前までにするものです。 

また、大阪府乳幼児医療費助成事業費補助金返還金２９万９，０００円と乳幼児入院時

食事療養費助成事業費補助金返還金１万２，０００円は、前年度の医療費等の確定に伴う

返還金です。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 次に、衛生費、保健衛生費、保健事業費としま

して２５２万８，０００円の増額補正を計上いたしております。 

内容は、女性のがん検診推進事業国庫補助金返還金です。 

この件につきましては、平成２１年度に実施しました乳がん及び子宮がん検診の無料ク

ーポン配布事業で、受診率５０％を見込んで補助金の歳入を受けましたが、実績確定に伴

う精算金として返還金が生じたものです。 

この事業の補助率は１０分の１０となっております。 

次に、保健センター費、保健センター管理費としまして４万８，０００円の増額補正を

計上いたしております。 

内容としましては、アスベスト気中濃度測定委託料です。この件につきましては、アス

ベストに関する法規制の中で労働衛生安全法に基準値が定められていますが、平成１８年

１０月の改正により、アスベストの種類のうちクリソタイル含有率は１％から０．１％に

規制が厳しくなったという背景がございます。 

石綿障害予防規則に基づき、本年１月に行ったアスベスト検査によりこの含有率が０．

６％で、基準値の０．１％を超えていることがわかりました。場所は、保健センター２階

スロープ天井裏鉄骨部分です。 

現在のところ、空気中への飛散はなく、施設の使用に支障はありませんけれども、定期

的なモニタリングが必要なことから気中濃度測定委託料として計上をしているものです。 

以上、当委員会付託分としまして、合計２，６２２万８，０００円の増額補正を行うも

のです。 

説明は以上です。 

出口委員長 ありがとうございます。 

担当課からの説明に対し、質疑はございませんか。 
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辻下（文）委員 １ページの諸収入、雑入の健康ふれあいセンター利益納付金のところで、具体的

な内容として、主だったところで結構なんで、どの部分の利益が上がっているのかという

ことと、利益の納付時期について、２点教えていただけますか。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 平成２１年度健康ふれあいセンターの収支報告

書のほうが年度末を終えまして報告がございました。 

それによりますと、２１年度事業収入が４，６２９万６，８５６円、町からの委託料が

６，８３０万円。合わせまして１億１，７９８万８，９５２円。この総収入に対しまして、

人件費、管理費等合わせまして、支出が１億１，６２７万５，５４９円ということで、差

し引きいたしますと１７１万３，４０３円ということになっておりまして、主に支出のほ

うで光熱水費、これが２０年度から比較をいたしますと、２０年度は３，２００万円程度

かかっていたところ２１ 年度は２，８００万円ということで大きく節約をされていると

いうことがわかります。 

ですので、事業収入につきましては、平成２０年度、２１年度、大きな差は見られてお

りませんけれども、支出のほうで節約をされて黒字になったということではないかと考え

ております。 

納付の時期ですけれども、こちらが請求をいたしまして、この２２年度中に歳入してい

ただくこととしております。 

反保委員 ２点、内容を教えていただきたいと思います。 

２ページの中高生の居場所事業について、これは一体どういった内容のものなのかお聞

かせいただきたいと思います。 

それから、民生費の社会福祉費の消耗品、救急医療情報キットについて、これはどうい

った内容のものなのか教えていただきたいと思います。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 中高生の居場所づくり事業、これについて中身をより詳しく

説明させていただきたいと思います。 

本町において、中高生の意識調査を行ったところ、中学生の６２．２％の方がいつでも

自由に個人やグループで集まり利用できるスペースが欲しいというところにアンケート調

査で結果が出ておりまして、それを受けるような形で中学生や高校生を中心とした青少年

に放課後や休日に自由にできる居場所をつくるということと、自習や仲間づくり、自主的

な活動の取り組みを支援することにより、中高生時代の自尊感情を養い、自信をつけて社

会に踏み出す力を身につけることを目的として行うものでございます。 
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次の時代を担う世代の健全な育成を目指して、学校や家庭以外に全人格を受容され個性

を認められ、安心して自由に利用できる居場所ということで、この居場所につきましては、

先ほども説明しました青少年センターの１階のプレイルームと学習室Ａというところを使

います。 

それで、実施の時期につきましては、室内の改修等もございますので、本年１１月から

実施できるというような形で進めていきたいと思っております。 

それで、実施した場合、そこの場所にこの平成２２年度におきましては、常時２名の大

人のスタッフがそこにおるという状況になります。 

それと、開設の回数なんですけれども、今、予定しておりますのは、週２回、水曜日と

土曜日という形で開設したいと思っております。時間につきましても、午後１時から午後

７時までの６時間でございます。そこの場所に自由に出入りしていただくということでご

ざいます。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 救急医療情報キットについてご説明をさせてい

ただきます。 

今、ちょうど手元に持ってきているんですけれども、この容器の中にかかりつけ医や持

病や血液型、緊急連絡先などを記載したものを入れておる保管容器、合わせて１セットを

キットというふうに呼んでおりまして、当初は高齢者や障害者の方への配布を考えており

ました。 

といいますのは、持病のある方というのが救急搬送される率が非常に高いということが

わかってきたということがあります。 

ただ、緊急連絡先や血液型などを記載して防災グッズとして各家庭に保管をしていただ

くということで、災害に遭うというリスクは住民全員のどなたにも同じようにあるという

ことがございます。 

住民の皆さんのご要望もありますし、このたびの町長の方針もございますので、希望さ

れるすべての世帯の方に１世帯に１つ、その中に入れていただく救急医療情報カードは必

要な方の人数分を入れて各家庭の冷蔵庫に常々入れていただきます。 

入れたことを示すステッカーを内玄関と、それと入れた冷蔵庫にお張りいただきまして、

救急時、災害時などに駆けつけた救援者にキットがあるということを知らせて、その中を

見ていただいて、必要な医療が受けられるということで、安心・安全につながるというふ

うに考えております。 
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あと、住民の皆さんのご要望もありますということで、地区区長会、それから民生委員

児童委員協議会の皆さんのご協力をいただいて申請、配布をしていただくということで、

最近、希薄化しているという地域のつながりを見直して、日ごろの見守り支援や地域力の

アップにつなげていただきたいというふうに考えております。 

反保委員 中高生の居場所事業の件ですけども、２名のスタッフが常駐されるということですが、

指導者は学校関係の教師の方が担うのでしょうか。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 中高生のこの事業につきましては、予算がつきました段階で、

岬町のホームページのほうに、希望される団体を募って、何団体か出てきたと仮にすれば、

その団体を審査した中でその業務を受けていただくということで、特にこういう資格がな

ければできないということは考えておりません。 

反保委員 救急医療情報キットは先ほど見せていただきましたが、これは地域住民の場合は各区長

に対して申請を各自でするのでしょうか。それとも、回覧板で回ってくるのでしょうか。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 救急医療情報キットの配布方法ですけれども、

予算が通りましたら、１０月に区長会役員会、また民生委員協議会役員会、いろんなとこ

ろに出向きましてご説明をさせていただきたいと思っておりまして、説明が整った後に、

１１月に全戸回覧で住民の方に周知を行いまして、各区長さんと民生委員さんが可能であ

れば連携をし合って、ご本人さんの同意を得て申請を受けていただいて、また同じルート

で説明を行いながら、きちっと設置をしていただきたいというふうに考えております。 

出口委員長 ほかに質問ございませんか。 

中原委員 スプリンクラーの設置にかかわってお聞きしたいと思います。 

ただいまの説明の中で、グループホームなぎさに設置する予定だということでありまし

たけれども、これは以前、非常に痛ましい事件が起こったことを受けての国政上の前向き

な変化を受けての予算だというふうに受けとめておりますが、その高齢者のグループホー

ムの実態がどのようになっているのか改めてお聞きしておきたいと思います。 

５人から９人ぐらいの１つのユニットという格好で幾つユニットを持っているかによっ

て夜勤の人数も決まってくる部分があるようですけれども、事件が起こったところでも夜

勤は１人しかいなかったとか、全国的にも夜勤の実態は非常に厳しいものがありますので、

実態についてどのように運営されているのかお聞きしておきたいと思います。 

それから、この予算で施設からの設置に係る費用の持ち出しは全くなくて設置できるの

かということについてもお聞きしておきたいと思います。 
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それから、生活・介護支援サポーター養成事業補助金についてですけれども、人材を養

成するという説明でありましたが、もう少し具体的にどのような事業をなさる予定を考え

ておられるのか、詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 スプリンクラーの義務づけに関しましては、中原委員がおっしゃっ

ておりましたとおり、平成１８年に長崎県で発生いたしました高齢者グループホームの火

災事故を踏まえまして、消防法施行令及び消防規則が改正されまして、延べ床面積２７５

平方メートル以上の施設にスプリンクラーの設置が義務づけされました。 

グループホームなぎさのほうが延べ床面積４１５平方メートルということで、今回対象

となっております。 

岬町で、今回、対象となりますホームはグループホームなぎさ１つです。 

それから、グループホームなぎさの勤務状況というか、夜勤の状況なんですけれども、

こちらは２フロアで１８人生活されております。夜勤につきましては、職員が２人という

ことで、介護職員と医療職員が２４時間体制で夜勤も含めまして勤務をしているというこ

とです。 

それから、国の交付金以外でグループホームなぎさからの持ち出しはございます。 

ただ、金額についてはっきりと申し上げられないので、必要でございましたら後ほど提

出をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

出口委員長 要りますか、中原委員。 

中原委員 はい。 

出口委員長 お願いします。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 それから、生活･介護支援サポーターの養成事業についてなんです

けれども、こちらのほうは、高齢者の方々が住みなれた地域で生き生き生活が継続できま

すように、高齢者の生活ニーズにこたえる仕組みとして住民の皆さんの参加型による住民

の主体性に基づいた地域福祉サービスの担い手を養成することを目的としています。 

事業内容につきましては、補正が通りましてから公募制によりまして募集していきたい

と思っております。 

中原委員 夜勤の実態についてもお聞かせをいただいて、こういった介護の仕事に従事されておら

れる皆さんは本当に大変な中でお仕事もされておられますので、その中で、今回、こうい

った手当ができるということは非常にうれしいことだというふうに思いますし、また、そ

ういった施設を利用しておられる皆さんへの支援にもなりますので、これは前向きな措置
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としていいことだと思うんですけれども、持ち出しがあるということで、これは一定の基

準をもとに国のほうから支給されるものでありますので、その費用のことがやや心配でも

あります。 

また、町として、さまざまな面でこういった施設についてできる支援を今後も強めてい

っていただきたいというふうに思います。 

資料は後ほどで結構ですので、いただいておきたいと思います。 

それから、人材養成のことなんですが、この点について１点だけ質問ではありませんけ

れども、目的は、住みなれた地域で生き生きと高齢者の皆さんに暮らしていただくという

ことで、非常にいいと思うんですけれども、それを住民に担っていただくというところに

ついて少し懸念を感じる点がありますので、今後の運用についてはよくご検討もいただき

たいというふうに思います。 

住民参加というのは、それ自体は非常にいいもので、決して否定するものでもありませ

んし、その住民参加によって参加された住民の皆さんの自己実現などにつながって、それ

はそれで非常に評価できると思うんですけれども、このことによって、行政が本来担うべ

きものを住民に押しつけていくというようなことのないように、それだけは十分に注意を

していただきたいということをご意見として申し上げておきたいと思います。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終了いたします。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 はい、中原委員、反対討論、賛成討論。 

中原委員 賛成討論です。 

出口委員長 反対討論はございませんね。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 どうぞ、中原委員。 

中原委員 本予算につきましては事務的なものも含まれております、返還金ですとか、そういった

ものも含まれておりますけれども、非常に前向きなものを感じているところであります。 

先ほど質問させていただいたスプリンクラーの設置についても当然そうでありますし、
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また、説明の中でありました住民情報システムの改修については来年度からの乳幼児医療

対象者を拡大する予算であるということで高く評価できるものというふうに考えるもので

あります。 

また、中高生の居場所事業につきましても、次世代支援行動計画だったかな、でも位置

づけられているものではありますけれども、こういった取り組みによって次の時代を担う

世代の自尊感情を高めていくという取り組みは非常に重要なものと考えるものであります

ので、非常に前向きなものが予算として反映されているというふうに考えるものでありま

す。 

また、女性のがん検診につきましては、今回、返還金が発生しておりまして、国の事業

によって措置されたクーポンを配って、５歳刻みの方を対象にした検診を受けていただく

と、その促進を図るという取り組みでありましたけれども、一定の努力が図られて、これ

まで受診しておられなかった女性の方が検診を受けるということにもつながった部分があ

りますので、今後、より一層その努力を強めていただくようにご要望申し上げたいと思い

ます。 

出口委員長 ほかに、討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、続いて採決に入ります。 

議案第６１号「平成２２年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件」のうち、本委員会

に付託されました案件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致です。 

よって、議案第６１号のうち、本委員会に付託された案件は可決されました。 

議案第６２号「平成２２年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２次）の件」を議

題といたします。 

本件について、担当課から説明を願います。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 平成２２年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２次）

につきまして説明させていただきます。 

資料の４ページをごらんください。 

今回の補正予算の内容は、前年度医療費の確定による国庫負担金等の精算返還について

補正をお願いするものでございます。 
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まず、歳入予算でございますが、国庫支出金、国庫負担金、療養給付費等負担金、療養

給付費等負担金（精算分）としまして８２万２，０００円を計上しております。これは、

前年度の療養給付費等に係る医療費の精算による追加交付金でございます。 

続きまして、次に療養給付費交付金、療養給付費交付金、療養給付費交付金、退職医療

交付金としまして１４２万６，０００円を計上しております。前年度の退職被保険者等に

係る医療費の精算に伴い精算交付されるものでございます。 

続きまして、繰越金、繰越金、繰越金としまして、前年度繰越金２２万９，０００円を

計上しております。これは、国庫負担金等の返還金に充当するものでございます。 

続きまして、歳出予算について説明させていただきます。 

まず、諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金としまして２４７万７，０００円を計

上しております。これは、前年度医療費等の確定等に伴う精算金として国民健康保険療養

給付費等国庫負担金２８万３，０００円、大阪府老人医療費波及分補助金３６万円、特定

健康診査等国庫負担金及び府負担金をそれぞれ８６万７，０００円、出産育児一時金国庫

補助金返還金１０万円を返還する内容となっております。 

以上で、説明は終わります。 

出口委員長 今の岡本理事からの説明に対し、質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第６２号「平成２２年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２次）の件」につ

いて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致です。 

よって、議案第６２号は、本委員会において可決されました。 

議案第６３号「平成２２年度岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１次）の件」を

議題といたします。 
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本件について、担当課から説明を求めます。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 平成２２年度岬町後期高齢者医療特別会計（第１次）につき

まして説明させていただきます。 

資料の５ページをごらんください。 

今回の補正予算の内容は、主に年金から保険料をお支払いいただいている後期高齢者医

療の被保険者が死亡等で資格を喪失したことにより保険料の還付が生じた場合、社会保険

庁からの通知により保険料の返還先が決定しますが、社会保険庁の通知が届くまで時間を

要することから、平成２１年度中に返還処理ができなかった保険料の返還金を返還するも

のでございます。 

まず、歳入予算では、繰越金としまして前年度繰越金３４万１，０００円を計上してお

ります。これは、前年度中に資格を喪失した方への保険料の返還金に充当するものでござ

います。 

続きまして、歳出予算につきましては、諸支出金、償還金及び還付加算金、保険料還付

金としまして３４万１，０００円を計上しております。これは、前年度中に資格を喪失さ

れた方々への保険料の返還金でございます。 

説明は以上でございます。 

出口委員長 今の説明に対しまして、質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第６３号「平成２２年度岬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１次）の件」に

ついて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第６３号は本委員会において可決されました。 

議案第６４号「平成２２年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第１
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次）の件」を議題といたします。 

本件について、担当課から説明を求めます。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 平成２２年度岬町介護保険特別会計保健事業勘定補正予算（第１

次）の件についてご説明いたします。 

委員会資料の６ページをご参照ください。今回の補正予算の目的は、前年度の剰余金の

処理でございます。 

まず、歳入の補正予算としましては、繰越金として５，０８５万８，０００円の増額補

正でございます。この繰越金につきましては、前年度の介護給付費等の確定に伴う剰余金

を繰り越しするもので、歳出に出てまいります国、府、支払基金への前年度精算金として

の支出と、基金積立金に充当するものでございます。 

歳出としまして、諸支出金、償還金及び還付加算金として２，８１２万１，０００円の

増額補正でございます。 

内容につきましては、前年度の介護給付費の確定に伴い、国、府、支払基金それぞれに

対する精算返還金でございます。 

続きまして、基金積立金、介護給付費準備基金積立金として２，２７３万７，０００円

の増額補正をして、基金に積み立てるものでございます。 

以上、当委員会付託分として５，０８５万８，０００円の増額補正でございます。 

出口委員長 今の廣田課長の説明に対しまして、質疑はございませんか。 

和田委員 返還金の金額が多いので、２，８００万の理由だけちょっと言うてくれますか。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 ２１年度の不用額が大きくなっております理由に、２１年度は第４

期岬町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画、こちらの計画書になるんですけれども、

こちらの計画の初年度に当たったために計画値に合わせてサービス料を見込んでおりまし

た。 

２０年度の決算ベースでいきますと１２．４％、２１年度プラスをして見込んでおりま

したが、施設介護サービス等の減少及び給付費の伸びの減少によりまして、実際の給付費

は１．４％の伸びにとどまっております。 

そのため、２１年度決算で不用額が大きくなっております。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

鍛治委員 参考までに教えてもらいたいんですけれども、岬町で介護保険を掛けられている人数に

ついて、６５歳以上の方と、それ以前の方の人数を概算で教えてください。 
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廣田住民福祉部高齢福祉課長 平成２１年４月の数字でよろしいでしょうか。 

平成２１年４月で６５歳以上の人口が５，１８９人となっております。総人口が１万８，

４７１人ですので、平成２１年度で４０歳から６４歳の人口を６，３１３名で見込んでお

ります。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

中原委員 介護給付費準備基金積立金についてお聞きしたいと思います。 

この積立金の現在高が幾らになっているのか確認しておきたいと思います。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 平成２１年度末の基金積立金が１億２，４７０万９，０００円でご

ざいました。 

今回の補正を加えまして、１億４，７４４万６，０００円となります。 

中原委員 先ほど、和田委員の質問に対する答弁を聞いていて、計画では実際のサービスの給付は

もっと伸びるであろうというふうな予想をしておられたと思うんですね。 

それが、実際には非常に少なかったということで、このことが何を示すかということに

ついてはいろいろな事実を分析していく必要があるかと思いますけれども、１つに、やは

り利用抑制という問題があるのではないかというふうに思うんですね。 

これは質問ではありませんので、ご意見だけですけれども、保険料を払った上でさらに

利用すると、その利用の状況に応じてまた利用料を支払わなければならないというのが介

護保険ですので、実際に私の周りにいる方の中で利用しておられる方でも、利用を抑制し

ていくというような声は多々聞こえてきております。 

やはり、それだけの支払いができないという実態も一方にありますので、先ほど基金の

問題、現在高を教えてくださいということでお聞きしましたけれども、こういった基金を

効果的に使って、これまでにも効果的に使っておられたというふうに私は認識しておりま

すけれども、さらに今後も保険料引き下げにつながるような被保険者の願いにこたえてい

っていただきたいということをご要望だけ申し上げておきたいと思います。 

出口委員長 ありがとうございます。 

ほかにはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第６４号「平成２２年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第１

次）の件」について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第６４号は、本委員会において可決されました。 

続いて、議案第６８号「平成２１年度岬町一般会計決算認定の件」のうち、本委員会に

付託された案件を議題といたします。 

本件について、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思い

ます。 

また、歳入、歳出をそれぞれ分けて審議したいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 それでは、歳入から審査に入ります。 

委員会資料の７ページから１１ページをご参照願います。 

中原委員 委員会資料の７ページのところで、分担金及び負担金の中の児童福祉費負担金のことに

ついて、まずお聞きをしたいと思います。 

ここに書かれているのは、保育所とか、あと学童保育の利用をされている保護者の負担

金なんかが載っていると思うんですけれども、収入未済額のところに残高が残っておりま

す。これはこれまでも残っていたところでありますけれども、今、非常に住民の暮らしが

大変になっている中で、子育て世代についても同様でありますので、どのような実態にな

っているのかということをお聞きしておきたいなと思います。 

こういった利用料だけではありませんけれども、税金やほかの利用料についても払いた

くても払えないというような家庭が広がっているわけですけれども、こういった実態が子

育て世代にも広がっているのかどうか、そのあたりについて確認をしておきたいと思いま

す。 

それから、８ページの子育て応援特別手当についてお聞きしておきたいと思います。こ

れは、国の子育て支援策の一環と言っていいのかどうかわかりませんけれども、子育て応

援特別手当というものが支給されることになりましたけれども、これについて、全員対象
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者については受給することができたのかどうか、そのことをお聞きしておきたいと思いま

す。 

それから、１０ページの諸収入のところで、ペットボトル等売払代金というのがありま

すけれども、これはペットボトルを分別して回収してということで、順調に予定どおりと

いうか、町の見込みどおり回収の量だとか、あと売払金の収入が得られてるのかどうか。

町の見込みと比べて実態がどうであるのか確認しておきたいと思います。 

それからもう１点、これは質問ではありませんけれども、１１ページ、諸収入の項５に

貸付金元利収入というのがあります。これは、同和更生資金の償還金なんですけれども、

この事業について毎年のようにここ数年に関しては収入未済額がずっと残ってきていると

いうことになっておりまして、２１年度においても収入済額は０円であるということが示

されているわけであります。この事業について、担当部局にも事前にいろいろお聞きをし

たところであります。 

この事業は、非常に歴史が古いというか、今から４０年以上前から始まっている事業で

もありますし、なかなか回収が困難であるということをお聞きもして、担当部局としては

ご苦労もされていることと思いますし、苦労している中でも協力し合って収納につなげて

いくという努力も図られている、そのようなこともお聞きしたところでありますので、今

後も引き続いて借りたものは返していただくということで努力をしていただきたいと、こ

れは要望でございます。 

質問は３点です。 

出口委員長 今の中原委員の質問、７ページの分担金及び負担金の収入未済額、８ページの子育て

応援特別手当、１０ページのペットボトル等売払代金の回答をお願いします。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 児童福祉費の負担金の児童福祉法第５６条による負担金、こ

れにつきまして、保育所の保護者の負担金でございます。 

それで、保育所の負担金につきましては９段階に分かれておりまして、生活困窮者の方

はゼロというところから、所得が高い方については５万５００円という形で月額を定めて

おるわけでございますけれども、この５９７万１，０２０円という、この金額につきまし

ては、平成１５年から滞納分として今までの累計額になっておるところでございます。 

それで、保育料につきましては、毎月納付をいただいておるんですけれども、納付がさ

れない場合、その月の翌月に督促という形で納付をお願いするという形でなっております

が、最終的に滞納額としてこういう金額が収入未済額という形であがってきたものでござ
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います。 

それと学童保育保護者負担金、それと学童保育おやつ代等という、これにつきましても

１３万７，４００円、また５万１，０００円ということで、毎月納付をいただいてるんで

すけれども、それが人によって、今の経済情勢も一部あるかと思うんですけれども滞りが

ちになるということで、この分が発生しております。 

次、８ページを見ていただきたいんですけれども、子育て応援特別手当事務取扱交付金、

これにつきましては、過去に、平成１５年４月２日から平成１８年４月１日に生まれた子

どもさんに１人当たり３万６，０００円を世帯主の方にお渡ししたということで、これに

ついては所得制限もなかったわけでございますが、岬町においての対象者の数につきまし

ては２４４人おられたんですが、最終的にお支払いをしたのは２２６人ということで、１

８名の方が受け取りということができなかったと。 

その理由につきましては、転出などが主な理由になっておりまして、他の市町村へ変わ

ったことによって岬町で支給しないという状況になっております。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 ペットボトルの売り払いですけれども、平成２１

年度におきまして、各家庭からのペットボトルの収集量は約４３トンでございました。 

そのうち、容リ協に引き渡したトン数が約２９トンございまして、それに対する商品化

の売払代金として収入されている金額が、申しわけございません、これには段ボール等の

売り払いも入っておりますので、純粋なペットボトルの売払代金につきましては２１年度

で３４万９，４６３円でございました。 

見込み量が約２万７，０００キロほど申し込みをしておりましたが、実質、引き渡した

量が２万８，２４０キロということで、引き渡した量が大きくなっております。 

昨年、ペットボトルの収集量が３９トンでございましたので、２１年度では非常に大き

くなっておりまして、売り払いとして引き渡す量としては増えております。 

しかし、このペットボトルに対する売り払いの金額については、容リ協のほうで全国の

リサイクルをする事業所から支払われるリサイクルに要した事業費の総額が昨年と比べて

大きく減少しております。 

これによって、各市町村に配分される拠出金の額が大きく下がってまいりまして、昨年

のペットボトルの再商品化の金額が８０万４，９３２円ございました。ところが、２１年

度につきましては３４万９，０００円と大きく下がっておりまして、ペットボトルのリサ

イクルをする単価が下がってきております。 
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このような状況で、このペットボトルの売払代金につきましては変動をいたしますので、

２１年度については昨年度と比べると収入額では下がっておりますけれども、ペットボト

ルを引き渡す量としては増えております。 

出口委員長 中原委員、同和更生資金はもう要望でよろしいですね。 

中原委員 はい。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

中原委員 今、お答えいただいた３点についてですけれども、１点目の保護者の負担の実態をお聞

きしたところであります。 

これまでも、保育料や学童保育の保護者の負担については引き下げを求めてきた立場で

もありますし、また、担当部局としてもなるべく負担をふやさないようにということで努

力しておられるところと思いますけれども、先ほど、南理事からも少し触れられたように、

経済状況が非常に厳しい実態もありますので、今後、より一層負担を減らせるように当局

として努力を求めておきたいと思います。 

それから、２点目の子育て応援特別手当なんですけれども、受け取っていない方が１８

人いたということで、ほとんどは転出ということが答弁の中でありました。 

ほとんどということは、転出ではないけれども受け取っていない方がいるということな

のか、詳細をお聞きしておきたいというのが１点と、それから、転出された方は転出先で

受け取っているということになるのか、そのあたりを確認しておきたいと思います。 

それから、３点目のペットボトルの収集については分別を本格化して、量についてはた

くさん回収をしてごみの減量化につながっているというふうに思いますので、町財政にと

っては不安定な要素もありますし、財政的にはその年度によって財政的な負担の度合いが

違うかと思いますけれども、この点については引き続き分別回収を強めて減量化につなげ

ていただけますように改めて要望しておきたいと思います。 

子育て応援特別手当についての質問にお答えいただきたいと思います。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 先ほど説明しました１８名につきましては、転出先のほうで

受け取っておるということになると思います。 

出口委員長 中原委員、その回答でよろしいですか。 

中原委員 思います。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 受け取っています。 

中原委員 わかりました。１８人は転出先で受け取っているということでよろしいですね。はい、
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結構です。ありがとうございます。 

出口委員長 では、ほかの方。 

和田委員 ７ページの戸籍住民基本台帳手数料の窓口手数料について、住民から高いというような

苦情がないのかというのが１点。 

もし、そういう苦情があるのであれば、安くするという考えはないのかどうか。 

それと、これはもう規定によって変えられないのか。 

この３点、よろしくお願いします。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 窓口へ住民票とか戸籍とか取りに来られる方には、

手数料については、料金についての苦情とかはございません。 

この手数料につきましては、岬町手数料条例に定められております手数料でございます

ので、手数料全体について、また改正なりというのは、ちょっと私のほうでは今現在申し

上げられませんけれども、そういう苦情は、今、ございません。 

和田委員 それは規定があり、変えられるものであるということがわかったので、住民のサービス

になったらなと思って聞いただけなので結構です。 

出口委員長 要望でよろしいですね。 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、歳入についての質疑を終わります。 

お諮りします。 

暫時休息したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 再開は１１時１５分からお願いします。 

（午前１１時０８分 休憩） 

 

（午前１１時１５分 再開） 

出口委員長 休息前に引き続き、会議を開催いたします。 

続いて、歳出に入ります。 

なお、参考資料として配付しております本委員会所管内訳表をあわせてごらんください。 

まず、総務費に入ります。 

決算書４８ページの目、交通安全対策事業費、５４ページから５６ページの項、戸籍住
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民基本台帳費をごらんください。 

質疑ございませんか。 

辻下（文）委員 ４８ページの交通安全対策事業費、駐輪場用地借上料の件ですけども、以前、私

が職員をしている当時にかなり値上げがきつかったので、南海電鉄を利用するだけなのに、

何でそんなに毎年値上げるのですかという質問に対して、その当時は、まだ南海バスが運

行していたので、南海バスを利用してくれないからという理由で、駐輪場をかなり値上げ

していたのですが、平成２１年度の値上げ状況を教えてもらえますか。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 この駐輪場の借り上げにつきましては、平成２０

年度で多奈川駅の分を一部返還したことによりまして、駐輪場の借上料が若干下がりまし

た。 

現在、平成２０年度も２１年度と同額で２２８万９，７２０円を支出しておりますが、

金額については、２０、２１、金額下がった以降、変更はございません。 

辻下（文）委員 今後ですけども、向こうからまたそういう値上げ等の要望があがってきましたら、

現在は南海バスも運行していませんし、岬町の場合は、ほかの大きな市と違って駅前に寄

るところがないので、駐輪場へとめて買い物に行ったりする方がないと思いますので、ほ

とんどが電車を利用される方なので、これに対しては慎重に対応していただきたいという

ことを要望しておきます。 

出口委員長 要望で一つお願いします。 

ほかにございませんか。 

小川委員 戸籍住民基本台帳の住基ネットの発行枚数についてお教え願えますか。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 住基カードの交付枚数につきましては、平成２１

年度で１２６枚ございました。 

ことしの７月末で、現在３４枚を発行しております。これにつきましては、来年の３月

末までは一応無料で交付する期間となっておりますので、非常に交付枚数がふえておりま

す。 

以上です。 

出口委員長 トータル１６０でよろしいですね。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 トータルとしては、１５年度から発行しておりま

して、そのトータルが２２年度７月末までを入れますと４０２枚です。 

小川委員 ちょっと、もう一回。 
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いつから言いました。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 平成１５年度から。 

小川委員 トータルで。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 ことしの７月末までで４０２枚。 

出口委員長 ほかに質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、総務費の質疑を終わります。 

続いて、民生費に入ります。 

決算書の６２ページから７８ページをごらんください。ただし、７１ページ、７２ペー

ジの目、文化センター費はほかの委員会の所管ですので除きます。 

辻下（文）委員 ６３ページの社会福祉協議会補助金、これは町民からの寄附もあると思うんです

けれども、平成２１年度の資料として事業報告書、それから収支報告書、できたらいただ

きたいんです。 

あと、６４ページの事務処理安定化支援事業補助金のちょっと説明お願いします。 

それと、７３ページの食糧費１１７万４，５８６円の内訳について、もう１点、７４ペ

ージの賄い材料費の１，６９１万５６円の内容説明を具体的にお願いします。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 まず、６３ページの社会福祉協議会補助金の事

業報告書につきましては、収支報告書につきましては、後日、提出させていただきたいと

思います。 

続いて、６４ページの事務処理安定化支援事業補助金につきましてご説明をさせていた

だきます。 

この件につきましては、障害者自立支援法が１８年から施行されておりまして、この事

務が安定的に処理ができるまでの間、事務職員を効果的に配置した場合に事業所に対して

支払う補助金となっております。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 食糧費１１７万４，５８６円、これにつきましては、学童保

育の深日と淡輪で実施しておりますおやつ代でございます。 

賄い材料費１，６９１万５６円、この部分につきましては、保育所こぐま園、一時預か

り事業、子育て支援等に係る給食の費用でございまして、単価としては１食当たり１９０

円でございます。 

出口委員長 ほかにございませんか。 
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中原委員 ６２ページから民生費が始まっておりますけれども、その中で職員の配置にかかわって

１点目の質問をしたいと思います。 

職員の給与について、社会福祉総務費、また老人福祉費等で支出されているようであり

ますけれども、この分野については介護についてもほかの地域包括についても、非常に連

携が大切な部局であるというふうに思います。 

もちろんこの部局だけではありませんけれども、利用者さんについての情報や実態につ

いての連携が十分なされることが住民の皆さんの利益につながるというふうに考えるもの

でありますけれども、お見受けしている範囲では、やや正職員の配置が少ないように感じ

ているんです。 

そのことに伴って、実際の業務に支障を来すようなことがないのかということを１点お

聞きしておきたいと思います。 

それから６３ページから負担金補助及び交付金という節がありまして、この備考に書か

れているものの中で、例えばその中にたくさん負担金や交付金について書かれているんで

すけれども、この中で１つは、母子寡婦福祉会への補助金の項目が見受けられないんです

けれども。 

出口委員長 上から４つ目にあります。 

中原委員 これは失礼いたしました。わかりました、ありがとうございます。見落としておりまし

た。 

ここにかかわってもう１点、この備考に書かれているものの中で、例えば当初予算とし

ては予定していたもので、実際には支出していないというものが幾つか見受けられるわけ

なんですね。 

具体例を挙げますと、成年後見制度にかかわるもので言いますと、実際に利用する方が

なかったということで、実績に合わせたものというふうに見るべきものもあるかと思いま

すけれども、障害をお持ちの方の自動車の免許取得にかかわるような制度利用にかかわっ

たものだとか、あと人工呼吸器の関係でも予算があがっていたと思いますけれども、その

あたりについて、利用や申請の実態がなかったのであがってきていないということなのか

なというふうに思うんですが、こういった制度の周知についてはどうだったのかお聞きし

ておきたいと思います。 

とりあえず２点でお答えいただきたいと思います。 

芦田住民福祉部長 １点目の職員配置については全体にかかわることですので、私のほうからお答
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えをさせていただきます。 

まず、十分かと言われたら十分ではないということは言えます。ただ、岬町役場の全体

の職員の中でどのように配置をしていくのかということでやりますので、福祉だけが不十

分かといったら、ほかの部分も全部不十分。その中で職員が頑張っているということでご

理解をいただきたいというふうに思います。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 負担金補助交付金で予算にあがっていて支出が

ないというご質問ですけれども、中原議員のおっしゃったとおり、身体障害者用自動車改

造事業補助金ですとか、また自動車運転免許取得事業補助金につきましては、対象者がい

らっしゃらなかったということです。 

また、身体障害者人工呼吸器用自家発電機等給付事業補助金、こちらにつきましても２

１年度においては該当の方がいらっしゃいませんでしたけれども、２２年度で対象の方が

おられて、２２年度は執行する見込みとなっております。 

周知方法ですけれども、身体障害者手帳等で窓口に来られたときに、福祉の手引きとい

うこの分厚い資料を皆様にお持ちいただいてゆっくりごらんいただくようにということで

紹介をさせていただいているところです。 

中原委員 １点目の、芦田部長の答弁、ありましたけれども、不十分な中で正職員の皆さんもそう

ですし、臨時職員の皆さんについてもご協力をいただいているところかと思いますので、

実際の利用者さんだとか住民の皆さんに被害が及ばないように努力していただきたいとい

うことと同時に、働いておられる皆さんの健康等にも十分留意していただきたい。 

また、町財政が好転した場合には職員の配置についても前向きに検討していただきたい

ということを申し上げておきたいと思います。 

それから、負担金補助金のところでお答えいただいた件ですけれども、窓口で福祉の手

引きを渡しているということでありましたが、もう少し詳しくお聞きしたいなと思う点が

ありますのでお聞きしたいと思います。 

福祉の手引きは先ほどお答えになったとおり、非常に分厚いものなんですよね。その中

で、自分がどの項目に該当してどの制度を利用できるのかというのを探すのはなかなか困

難を伴う作業なわけですね。 

おまけに年度ごとに制度がちょこちょこと変わる部分もありますので、毎年度もらって

いる人もおられれば、そうでもない方もおられると思いますので、福祉の手引きを渡すと

いうだけでは実際の必要としている方の救済の手立てにつながるかどうかという点におい
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ては不十分かなというふうに心配するところでもありますので、そこから、手引きを渡す

だけではなくて、この方だったらこういう制度が利用できるなとか、そういった具体的な

ご案内まで窓口でされておられるのかどうか、そのあたりについてお聞きしておきたいと

思います。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 中原議員さんがおっしゃるように、確かに分厚

い冊子で、じっくり読んでいただくと非常に内容が詰まっている冊子になっております。 

ただ、住民の皆さんにとりましては不必要な情報もあるというふうにも取れないことも

ないですので、窓口で相談におみえになった方について、該当と思われる場合には窓口で

コミュニティソーシャルワーカーでしたり、町の職員でしたり、また保健師でしたり、か

かわっている障害者の方に対して適切なサービスがあるようでしたら、そういったものも

適宜、当然ご紹介をさせていただいております。 

以上です。 

中原委員 制度の紹介もしていっていただいているということですので、より一層、制度の利用を

促進できるように努力をしていただきたいというご要望を申し上げておきたいと思います。 

ちょっと、これはどの項目かよくわからないで質問を１つさせていただくんですけれど

も、学童保育の問題で、先日、学童保育を見に行かせていただきましたけれども、町とし

て運営に係る費用だとか、あと指導員の方の人件費等も支払って運営されているわけです

けれども、非常にこの夏は暑くて大変な実態があったわけなんですね。 

そのあたりについて、学童の問題で、この平成でいいますと２１年度においてそういっ

た学童の環境のために努力された、環境の改善のために努力されたようなことがあったら

お聞かせいただきたいということと、それから、今後のことについてですが、熱中症の対

策等が必要になってくるかと思いますし、クーラーの設置の要望等も非常に強いですので、

そのあたりについて今後の対策のお考えがあればお聞きしておきたいと思います。 

それから、もう１点、これも全体にかかわることでありますので、この項目についてと

いうことでの質問ではありませんけれども、この年度は大阪府の改革が持ち込まれた時期

でもありまして、今はもうやや懐かしい、大阪維新プログラムというのが実施された年で

あったわけですね。 

さまざまなことが懸念されたわけですけれども、一定の運動や反対する世論等を受けて

押し返したという部分もありますけれども、住民の皆さんに直接かかわるような不利益も

一部に起こったのではないかと思いますので、大阪維新プログラムの影響について、これ
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は全体にかかわる問題でもありますので、芦田部長からお答えいただきたいなと思います。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 学童保育の件につきまして、ことしの夏はかなり猛暑という

ことで暑かったわけでございますが、学童は今、淡輪小学校、それと深日小学校の２カ所

で実施しております。 

それで、淡輪小学校の部分につきまして、その学童室の換気扇が２カ所ございました。

その２カ所の換気扇が使用不能のような状況になっておりまして、その部分につきまして

は機具を２台入れかえを行い、風通しのいいようにしたというのがあります。 

それと、その淡輪学童においてのドアがアルミサッシということで、そのドアに網戸を

設置して風通しをよくして室内の温度を下げるというような形の実施を既に行ったところ

でございます。 

それと、今後のクーラーの話なんですけれども、学校につきましては各小学校で聞いて

おりますと、クーラーについては教室にはついてないような状況にございます。 

それで、学童のほうといたしましては、来年ですけども、そのクーラーが補助金で設置

できるのかどうかとか、いろいろその辺の検討をしてまいりたいと思っております。 

芦田住民福祉部長 懐かしい維新プログラムの件についてですけれども、具体的な項目ということ

になりますと、直接影響を受けたのが高齢者住宅改造助成事業というのがありまして、こ

れは大阪府２分の１補助なんですけれども、この制度そのものが廃止になったということ

で、岬町でもこの高齢者の住宅改造助成事業は廃止をしております。 

介護保険でやられる住宅改造事業は介護保険で賄えますから、この事業は６４歳以下で

一般の高齢者の方を対象とした事業でありました。 

それから、自然海浜地区の清掃に係る補助金ということで、これも縮減をするという方

向でして、基本額が若干下がったということで、５％程度、７万円程度基本額が下がった

という影響を受けております。 

それから、あとは民生委員の活動費の負担金とか、献血対策協議会への負担金について

数万円、あるいは数千円程度の影響を受けております。 

それから、２１年度中に廃止をして事業を再構築するということで補助金といいますか、

そういうものの減額の心配をしておりましたコミュニティソーシャルワーカーの設置事業、

それから、これ社協がやってまして、町も負担してますけれども、小地域ネットワークの

事業、それから保育所を地域の子育ての拠点とするということでの家庭支援推進保育所事

業費、これらについては地域福祉、子育て支援の交付金化というところに含まれまして、
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金額的には削減の影響は受けませんでした。逆に総額としては増額になったというふうに

思っております。 

それから、最大の問題でありましたのは乳幼児医療費助成、あるいはひとり親、高齢者

の医療費助成、障害者の医療費助成ですけれども、これはご存じのように、自己負担額、

現在５００円を８００円に値上げをするということで大阪府のほうが府議会のほうに提案

をしましたけれども、最終的には府議会のほうでも反対が根強くて、この値上げ案につい

ては大阪府自身のほうが撤回をして、現在も従来どおりの１日５００円という自己負担の

制度をそのまま継続をしているという状況であります。 

中原委員 ただいま、２点についてお答えいただきましたけれども、まず学童保育の点について、

換気扇２台を入れかえたことと、アルミサッシドアの網戸を設置して空気を循環させるよ

うな対策を行ったと。 

これについては、恐らくつい最近のことであろうかと思いますので、この決算には反映

されていないと思いますけれども、迅速な対応については評価したいと思います。 

特に淡輪小学校の学童保育については、非常に大変な実態がありまして、毎日のように

複数の子どもがこの夏休み、体調を崩しているという実態があるんですね。 

淡輪についても深日についても湿度が非常に高くて、息が詰まるというか呼吸がしにく

いような状況がありましたので、先ほど答弁の中で触れられましたクーラーの設置につい

てぜひ前向きに検討していっていただきたいと思います。 

学童保育は子どもたちの生活の場ですので、学校教育の場とはまた違う意味合いもあり

ますし、特に夏休みについては非常に長い時間をそこで過ごすという点もありますので、

保護者の方から学童に安心して預けられるというふうに思っていただけるように、今後も

努力をしていただきたいと思います。 

それから、２点目にお答えいただいた維新案についてですね。この点については、担当

部局の方の努力も私は予算のときにもいろいろ聞かせていただいておりまして、先ほど芦

田部長がおっしゃったとおり、財政的にはそう大きな影響は受けなかったということがあ

りましたけれども、一部においては制度を撤廃せざるを得ないということも起こったとこ

ろであります。 

また、今後について、橋下知事が財政構造改革でしたか、計画を持っているところであ

りますので、そのあたりとの関係で町に及ぶ影響、また住民の皆さんに及ぶ影響について

よく見ていく必要もあると思いますし、府との関係で何かの制度が実施できない、継続で
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きないというようなことがあった場合については町独自で継続できるようにするなど、努

力を今後もしていっていただきたいと思います。これについては、要望にとどめておきた

いと思います。 

出口委員長 ほかに、民生費について。 

和田委員 ６２ページの民生費で社会福祉の総額で不用額が全体で１億円となっているんですが、

これ金額的に大きいので、なぜこういうようなことになったのか聞かせていただきたいの

と、同じ６２ページの嘱託職員の賃金について、これは何人で部署はどこかということ。

それと６３ページの委託料、障害者社会参加事業委託料ですが、委託先の名前を聞かせて

いただきたい。 

芦田住民福祉部長 ちょっとさまざまな分野に分かれておりますけれども、基本的に言いますと、

医療費関係、それから介護保険関係、それらの給付の確定に伴いまして予算よりも実績の

ほうが少なかったということで、例えば障害者の自立支援法にかかわる給付、それから繰

出金のところがありますけれども、介護保険特別会計への繰り出しということで、介護保

険特別会計での給付の実績の計画あるいは予算よりも減少になったということ、国保も医

療費の確定に伴う精算によって予算よりも少なかったという理由でこれだけの不用額が出

てきたということであります。 

以上です。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 ６２ページの嘱託職員賃金についてお答えさせ

ていただきます。 

この職員は、地域福祉課の窓口に配置をしておりますコミュニティソーシャルワーカー

の１名分の賃金となっております。 

続きまして、６３ページ、障害者社会参加促進事業委託料の４３万７，０５０円ですけ

れども、これにつきましては、愛の家及び岬社会福祉協議会に委託をしまして行っている

社会参加促進のための事業です。 

主な事業としましては、ボーリング大会、ミカン狩り、料理教室、みんなのたまり場で

の居場所づくり等の支援に対して委託料として支出をしているものでございます。 

以上です。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

中原委員 ７０ページの淡輪老人福祉センター費にかかわって少しお聞きしたいと思います。 

この年度においても修繕が必要だったわけですけれども、古い施設でもありますので、
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今後の修繕の必要性については現状どのような状況になっているのかお聞きしたいという

ことと、指定管理者に運営を委託しているわけですけれども、その運営状況は順調である

のか、この２点についてお聞きしたいということと、７４ページの児童福祉施設費の中で

賃金とありまして、臨時職員賃金のところがございます。 

これは、保育所における保育士さんの中で臨時職員という扱いになっている方の賃金か

なと思うんですけれども、現在、２つの保育所で正職員と、それから臨時職員として働い

ておられる方の数や割合をお聞きしたいと思います。 

それから、臨時職員の方の中でクラスの担任を持っている方もおられるように聞き及ん

でいるんですけれども、担任を持っている臨時職員の方は何人ぐらいおられるのか、その

点についてお聞かせいただきたいと思います。 

それから、７５ページの保育所改修工事等にかかわって、今後のことについてちょっと

お聞きしておきたい点がありますので、この項目に直接ということではないんですけれど

も、保育所においても老朽化も進んでおりますし、この夏、急にクーラーが故障したりと

か深日の保育所においては暑い中で作業しておられて調理師の方が体調を崩すというよう

なことも聞き及んでおりますし、体調を崩さないまでも非常に劣悪な環境の中で職員の皆

さんはお仕事をされているところと思いますけれども、今後、保育所についてもクーラー

の設置等を進める必要があるかと思いますが、この点について、今後のことですけれども

お考えをお聞きしておきたいと思います。 

以上、３点です。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 ７０ページ、淡輪老人福祉センターの件につきましてお答えさせて

いただきたいと思います。 

修繕に関してなんですけれども、おっしゃっていただいているとおり、施設自体はかな

り古くなっておりまして、平成２１年度、今回の決算書に載せさせていただいてるのは公

共下水道の汚水ますの陥没工事の分と、建具の修繕工事費について修繕料で決算しており

ます。 

今年度におきましても、長生会のほうから施設の修繕に関しましては何点かご要望いた

だいている件がございますが、新年度予算で計上に向けて努力してまいりたいと思ってお

ります。 

それから、指定管理に関しまして、運営状況についてなんですけれども、長生会には平

成１８年１０月から運営を委託しておりまして、平成２２年度で最終年となっております。 
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１２月議会のほうで指定管理に関しまして、またご報告と次の指定管理に向けての協議

について諮らせていただきたいと思っております。 

現状ですけれども、淡輪長生会のほうから、運営に関しては順調であるという旨で毎年

報告をいただいておるところです。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 ７４ページの賃金につきまして説明をさせていただきたいと

思います。 

ここの賃金につきましては、淡輪保育所、深日保育所での職員と臨時職員という形にな

っています。 

まず、淡輪保育所の部分でございますが、正職員の部分は１３名ございます。それから、

臨時職員は１８名。それと、深日保育所につきましては正職員１０名、それと臨時職員が

１５名でございます。 

それで、職員の場合におきましては、所長、主任、それから常勤保育士、それから看護

師、調理師という形になっております。それと、臨時職員の主な勤務につきましては、早

延長とか、土曜日とか、調理業務の補佐等に従事させています。 

それで、先ほど中原議員さんが質問されていました担任のほうですね、臨時職員で持っ

ているということの話なんですけれども、本町においては、担任はすべて職員が担当して

おりまして、副担当として臨時職員を充てているというところでございます。 

保育所の改修工事に関係しまして、今後の岬町での保育所のあり方という点について、

ちょっと説明をさせていただきたいと思います。 

今の予定では、さきの６月議会で多奈川保育所を復活、旧の保育所を復活させるための

備品とか、関係予算を六百数十万円予算化させていただいております。 

それに基づきまして、来年、平成２３年度から多奈川の旧の保育所を復活して多奈川保

育所という形で現在進めております。 

その以降につきましては、今現在、多奈川小学校に保育所を併設する場合にどのぐらい

の経費が係るかということで、その業務を専門の設計業者に金額を算出させておるところ

でございまして、その数字が９月末で金額が出てまいります。それによって、今後の多奈

川小学校への移転と。 

それは、早くても平成２４年以降の話になるということで、来年度は旧の多奈川保育所

に復活の部分までは今現在確定しております。 

保育所のクーラーにつきましては、昨年、平成２１年度と本年、平成２２年度におきま
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して、国の基金を活用して、クーラーと空気清浄機を保育室等に設置しております。 

そのクーラーにつきましては、多くの部屋にはついておるんですけれども、まだ一部の

保育室には設置されてないところもあります。 

今後、その設置に向けて検討もしてまいりたいと考えております。 

芦田住民福祉部長 ちょっと補足させていただきます。 

淡輪老人福祉センターの指定管理制度について、現在の運営状況については問題があり

ませんけれども、ただ、この運営にかかわる費用については長生会さん、ここ数年ずっと

赤字になっておりまして、指定管理に係る委託料について、計算根拠を見直す必要性があ

るというふうに認識しております。 

といいますのは、５年前に最初に委託をするときには、収入等についても全部長生会さ

んに入る、運営にかかわる光熱水費も含めた費用を一応はじき出しまして、それで収入が

見込まれるであろう分を差し引いた残りの金額を岬町から委託料として支払うというシス

テムで計算をしていました。 

そうすると、長生会さんに入る収入のほとんど、９９％は葬儀の費用でありました。葬

儀の費用について、それまでの実績の平均値を出して差し引いてるわけなんですけれども、

ご存じのように海浜会館、それと、最近また葬儀場ですけれども、一応できました。 

老人福祉センターを葬儀に使用する回数は激減をしておりまして、その分の収入が、当

初見込んでおった収入に全然届かないということになって、長生会さんに運営費を渡して

るんですけれども赤字が続いているという状況ですので、今後、来年度からまた指定管理

者制度で運用してもらうんですけれども、その際には運営にかかわる委託料について計算

方式を見直す必要があるというふうには認識しております。 

以上です。 

中原委員 老人福祉センターについては、また運営の委託については今後ご提案いただくというこ

とになるでしょうから、そこでご提案いただく内容についてよく検討したいというふうに

思います。 

補足して、詳細について現状もお示しいただいてより理解が深まりました。 

修繕の点についてですけれども、要望もあったということが答弁の中でも触れられてお

りましたので、その要望にはこたえていっていただきたいというふうに思いますので、廣

田課長の口からも予算要求頑張ってやりたいということが語られましたので、財政にその

要望にこたえていただきたいところであります。 
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それから、臨時職員の問題についてご答弁いただいたところであります。２つの保育所

でもう既に半数以上が臨時職員になっているということで、正規職員の配置をふやしてい

っていただくということを改めて要望するものであります。 

担任はすべて正規職員で持つことができているというふうに確認させていただきました

ので、その点については一つ安心できたところではありますけれども、保育所については

国の動向もいろいろと流動的な部分ありますけれども、特に家庭との連携の問題について、

ここ、去年ぐらいからですか、非常に強めるようにと、児童への虐待の問題等があっての

ことかと思いますけれども、家庭への援助、親への支援ということについて、保育所の果

たす役割について、より言及されている部分もありますので、非常に負担も大きいところ

かと思いますけれども、子どもたちの健全な育成を考えた場合に必要なことかと思います。 

そういったことをかんがみますと、正規職員の皆さんであれ非正規の皆さんであれ、非

常に重たい仕事を日々こなしていただいていると思いますし、そういう意味ではこれに盛

っていただけるお仕事を毎日していただいているというふうに感じるものでありますので、

こういった皆さんが力も発揮でき、子どもたちの健全な育成に寄与できる、そういう役割

を町としても果たしていただきたいと思いますので、今後、職員の配置についても前向き

なご検討をいただきたいと要望しておきたいと思います。 

それから、保育所にかかわって、クーラーの設置について検討していきたいという言葉

がありましたので、ぜひその方向で努力をしていただきたいと思います。 

先ほど学童保育のことも申し上げましたけれども、保育所についてもクーラーの設置が

すぐにでも必要だというのが実態でありますので、この点について今後一層努力していっ

ていただきたいとご要望申し上げておきたいと思います。 

出口委員長 ほかにはございませんか。 

和田委員 ７０ページの健康ふれあいセンター費、６，８６２万８，６３２円と、こういうように

出てるんですが、この内訳が記載されていないのですが、決算書はこれでいいのかどうか、

その点だけお聞きします。 

芦田住民福祉部長 この委託料については、健康ふれあいセンターの運営費にかかわりまして、町

が現在の指定管理者と契約を交わしております。 

その中で、実際に入ってくる収入見込みと実際に支出するであろう運営費の差額につい

て町のほうが補助をすると。 

その５年間について、それぞれの年度についての金額も、その契約書で一応基本的に５
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０万円ずつ毎年度下げていくという契約を取っておりまして、その金額で毎年事業を完了

しているということですので、内訳というような中身ではございません。 

以上でございます。 

和田委員 結局、私が聞きたいのは、委託料となると載せなくてもいいっていうことになってるわ

けですか。 

それともう１点、こういうように委託しているということですが、１日１回でも監督に

行っているというようなことはあるんですか。 

芦田住民福祉部長 監督というのは、適時、定例会議をもちまして、問題点があった場合は向こう

側から問題提起をして会議をしてますし、毎年度末に指定管理者のほうから実績報告が全

部あがってきてます。収支報告書もつけて、利用人数表も全部ついた事業報告書があがっ

てきて、それに基づいて、うちが最終的に総額を支出、完了するということを認めるとい

うふうになっております。 

和田委員 それはそれでええんですけどね、決算書にはこれだけでいいということだけ、ちょっと

もう一遍お願いします。 

芦田住民福祉部長 町の決算書としては、この記述で十分だというふうに認識しております。 

和田委員 それは、そういう規定があるんですか。 

芦田住民福祉部長 規定はありませんけれども、これで問題かといったら、問題はないというふう

に認識しております。 

和田委員 これだけやったらわからへんですわな。もう少し、何か書きようがあると思うんです。

こんな６，８００万円いう大きい金額。 

出口委員長 和田委員、済みません、ほかの委託業務でもそういうことになってきますので、その

辺は一つご理解いただきたいと思います。 

よろしいですか。ほかの委員の方々、質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、民生費の質疑を終わります。 

お諮りいたします。 

暫時休息したいと思います。 

ご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 異議なしと認めます。 
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暫時休憩することに決定しました。 

再開は１３時といたします。よろしくお願いします。 

（午前１２時１５分 休憩） 

 

（午後１３時００分 再開） 

出口委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

続いて、衛生費に入ります。 

決算書７８ページから９０ページをごらんください。ただし、８０ページの目、保健衛

生総務費及び８２ページの目、環境衛生費のうち上下水道課に係るものは他の委員会の所

管ですので除きます。 

質疑に入っていきますんで、また質疑のほう、よろしくお願いします。 

和田委員 ８０ページの繰出金、水道事業会計繰出金が何で衛生費に入ってきたのか、その理由に

ついてお願いします。 

白井総括理事 衛生費になぜ水道事業関係の予算が入っているのかといいますと、昔から安全な水

の供給、水道事業というのは衛生対策として実施されていたという経緯がありまして、こ

の水道企業に関する繰出金なんですけれども、それは衛生に関する経費として分類されま

すので、この一般会計の款項目の款につきましては衛生費で支出すると、分類されている

ところでございます。 

和田委員 説明聞いていると取ってつけたように聞こえるし、こんなとこへ入ってくるのおかしい

と思うんです。飲む水やから水道が衛生というのは私もわかるんですけども、これの目的

は何になるんかな。 

白井総括理事 この予算上の分類、そして目的につきましては、水道は衛生部門という形で分類さ

れることについて、再度、回答させていただきます。水道は公衆衛生の向上を図るという

政策一環として水道事業を行っておりますので衛生費に計上するとしております。 

更に細かく分類する項につきましては、衛生費のうちの衛生総務費に分類して一般会計

のこの科目に計上してるということでございます。 

和田委員 繰出金というのは水道事業から繰り出しているのか、一般のほうから操り出してるのか。 

白井総括理事 このページ、８０ページの繰出金４５２万７，０００円の額なんですが、これは一

般会計が水道事業会計に負担する、繰り出しするお金でございまして、その繰り出しの対

象となっておりますのは、水道で行っております消火栓の維持管理、こうした経費に係る
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一般会計として負担すべき経費を水道会計のほうへお渡ししている。すなわち繰り出して

いるという状況でございます。 

和田委員 しつこく聞いて悪いんですけども、水道会計の方で繰り入れたという記載があるんです

か。 

白井総括理事 これにつきましては、きのうの事業委員会で説明がありましたとおり、水道事業会

計の決算書を見ていただきますと、一般会計からの繰入金という形で処理されております。 

以上です。 

和田委員 繰入金というのが水道会計に記載されているんやな。間違いないですか。 

白井総括理事 間違いございません。 

和田委員 今言うてることは、きのうの事業委員会の資料を見やなわからへんの。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 和田委員の質問の中ですけれども、水道会計決算書の３２９

ページ、他会計分担金ということで、消火栓整備負担金ということでここへ入っておりま

す。 

消火栓自身は水道の資産としては計上なしで、消火栓はあくまでも一般のものというこ

とで、ここへ入るのは消火栓の分でございます。 

辻下議会事務局長 他の会計負担金というところに入っているということです。 

その他営業収益、目２、節、他の会計５４２万５，０５９円の中に入っているというこ

とで、他の会計ですから、よそからも入ってきます。 

和田委員 結構です。また、後で聞きます。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

鍛治委員 ８２ページの一番上、委託料、犬猫等遺体処理委託料、これ大体、年間何件ぐらいある

んですか。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 ２９万６，２２９円の委託料の件だと思うんです

が、２１年度では計５７匹ございました。 

犬、猫、タヌキ、ウサギです。 

鍛治委員 今、二国の延伸の関係で、ずっと淡輪ランプの工事をしていますけれども、タヌキとか

今後増えるという傾向はないですか。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 タヌキがやっぱりふえていることはふえておりま

す。 

国道につきましては、国道事務所に言うんですけれども、これは休日と時間外に処理を
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した分でございますので、そのほかに、あと職員のほうでタヌキがという連絡もありまし

て、実際に業者委託による処理をしていないですけれども、職員で直接取って火葬場へ持

っていったという件数もこれ以上にございます。 

これはあくまでも委託をした頭数でございます。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

中原委員 ８０ページの節１９、負担金補助及び交付金の中で泉州広域母子医療センター運営事業

負担金がありますけれども、予算として考えていた額よりも増額して支払ったということ

のようですけれども、その増額の理由と、それから、この医療センターそのものの経営や

運営について順調であるかお聞かせいただきたいと思います。 

それから、８３ページから８４ページにかけての委託料のところで、保健事業費として

検診の委託料が並んでおります。 

ちょっと予算と見比べていったときに、特定健診の委託料が決算書のほうには見受けら

れなかったんですけれども、これはどこか別のところへ行ったのか、国保とのかかわりも

あってどこかお引っ越ししてしまったのかよくわからないので、予算の構成についてお聞

かせいただきたいと思います。 

それから、同じ検診についてですけれども、どのように検診の委託料をお支払いするの

か、ちょっと実際上の実務的なことは私存じ上げませんのでお聞きするんですけれども、

予算として計上していた額よりも多かったり少なかったり、若干少なくなってる傾向があ

るように見受けられたんですけれども、実際のお支払いとしては検診を受けた方の人数に

よって検診１人当たり、この検診だったら幾らだからというふうに委託料を支払っていく

というふうになっているのか、そのあたりについて、実務上はどのように金額が決まって

いくのか。 

また、金額が減っているものが多いんですけれども、それについては、なぜ減ることに

至ったのかという点についてお聞きをしておきたいと思います。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 まず１点目の、泉州広域母子医療センター運営

事業負担金ですが、この件につきましては、当初、２１年度負担金は１７５万７，０００

円ということでお支払いしましたけれども、２０年度分の前年度精算金といたしまして６

８万４，０００円が追加になって、この金額の支出となっております。 

あと、運営状況ですけれども、分娩状況につきましては、やはり１，２００件を見込ん

でおりましたけれども、２１年度、全体で１，０６３件、うち岬町は１０件ということで、
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分娩実績は見込みを下回る結果となっております。 

分娩料金は若干市内料金を値上げしたり、病院のほうでも経営努力をされたりというこ

とで頑張っておられるというふうな報告を受けておりますけれども、なかなか厳しい中で

運営をされているというふうに把握をしております。 

次に、委託料、８４ページ、特定健診が予算項目にあって実績にはないというご指摘を

いただいております。 

特定健診につきましては、一般会計では生活保護の対象者の方の委託料を計上いたして

おりまして、２１年度につきましては受診者が全くいらっしゃらなかったということで、

実績としてはあがっていないということになります。 

また、この委託料の支払い方法についてというご質問ですけれども、現在、検診それぞ

れに単価契約という形で委託をいたしておりまして、受診数にあわせてそれぞれの検診機

関にお支払いをさせていただいております。 

ですので、委託料が減少しているのは受診数が減っているということになってまいりま

す。 

行革の関係で、以前は半日幾らという最低保障の契約をしていた時期もあったんですけ

れども、行革の方針にのっとって、すべて単価契約に変更しておりますので、受診数に見

合った委託料をお支払いしているという現状です。 

中原委員 母子医療センターについては、もともとこういう負担金を支払うということになった経

緯から見ても、非常に経営実態が困難だということがあってのこの流れとなっているわけ

ですけれども、見込みよりも実績が下回っているということで、運営当局においては大変

努力をしておられるということは聞き及んでおりますけれども、やはり、地域医療につい

ては大阪府とか国とかの財政的な支援が不可欠ですので、岬町としても町からここへ分娩

に行ったりという方がおられるわけですから、国や府に対して財政的な支援を町としても

求めていっていただきたいと要望しておきたいと思います。 

それから、検診のことなんですけれども、私が見せてもらっていた範囲では委託料の額

が減ったというものが多いように見受けられて、今の話でいくと、だからといって単純に

受診数が減ったというふうにもとらえられないのかなという印象を受けたんですが、何か

単価契約に変えた、行革の関係でそういうふうに変えたということを聞きましたので、受

診率等についてはいかがだったでしょうか。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 各種がん検診の委託料につきましては、やはり
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単価契約にしまして受診数が減っている関係で不用額が発生している状況がございます。 

胃がん検診につきましては２１年度は２４７人で３．６％の受診率です。肺がん検診に

つきましては４９５人の受診で、率にしますと６．９％。また、大腸がん検診につきまし

ては３７３人で５．５％。乳がん検診、こちらはクーポンも含めた全体の受診数でいきま

すと４７２人で、報告受診率が１３．７％。子宮頸がんが４６４人の受診数で、率にしま

すと１２．１％ということで、いずれの検診につきましても１０％に満たないような受診

率で推移をしているという状況です。 

中原委員 これは、事業を実施しておられる部局としても、この受診率を何とか上げていきたいと

お思いだと思うんですね。 

そのことによって将来的な医療費を下げていくということにつながりますので、今後も

努力を図っていっていただきたいと思います。 

今後の、何らかの受診率を上げるための方策ですとか、そのあたりについて検討されて

いることがあればお聞きしておきたいと思います。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 受診率向上の取り組みといたしましては、今年

度、まず健康長寿まつりのテーマは、「受けようがん検診」ということで、各種関係団体

の皆様やＮＰＯ法人の皆様とも連携し、啓発を強めていきたいというふうに考えておりま

す。 

また、未受診者対策としましては、国保の担当課で特定健診の未受診者アンケート調査

を行うということですので、あわせてがん検診も項目に追加をさせていただいて、未受診

理由の分析によって受診率向上に向けた手立てを考えていきたいというふうに考えており

ます。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

和田委員 ８３ページの、健康長寿まつり時医師等報償費で、１２万８，０００円となってるのは、

歯科の先生が１人来てくれている分だと思うんですけども、人数をお願いします。 

次に、８５ページの保健センター費の需用費で光熱水費１５６万３，２８５円となって

ますが、詳細について、一遍聞いておきたいと思います。 

８６ページの賃金で、嘱託職員の賃金、これも何人の方の分かお尋ねします。 

次に、８７ページ委託料のごみ収集委託料、このごみ収集委託料は一番上に１億１，９

６４万７，５００円とありますが、毎年、職員の方も業者と話し合い、努力されていると

思いますが、町財政のため、できるだけ安くなるようにやっていただきたいということで、
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このごみ収集委託料と、次にごみ処理施設運営委託料１，６２６万４，５００円。もう一

つは、粗大・不燃ごみ収集運搬業務委託料、この件についても、今も言いましたけど、業

者ともども職員さんもご苦労されてると思うんですけど、とりあえず財政のことを願いま

して、また来年は少しでも安くなるようにお願いしておきます。これは要望で結構です。 

次に、８９ページ、し尿処理費の光熱水費と修繕料の詳細について、お尋ねします。 

最後に、９０ページの工事請負費ですけども、これ４，２００万円。これし尿処理施設

整備工事って書いてるんですけど、これはし尿と違うて、機械で挟むような施設やったん

と違うんかなと思うんですけど、し尿でいいのかどうか確認したいと思います。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 １点目の、健康長寿まつり医師等報償費１２万

８，０００円ですが、この報償費に関しましては、健康長寿まつりは多くの団体様、医師、

歯科医師、看護師さん等の協力を得て行っておりまして、この分につきましてはエイフボ

ランタリーネットワーク、食生活改善推進協議会、栄養士会、モズの会様への少しの団体

謝礼と、そして、医師の報償費、看護師の報償費等が含まれております。 

お支払いのできない部分につきましては、歯科医師会からの支出でしたり、岸和田産業

保健センターからの支出でしたりご協力をいただいております。 

次に、８５ページの保健センター費、光熱水費ですけれども、これは保健センター施設

の電気代、水道費、燃料費となっておりまして、各部屋にエアコンが設置されたことに伴

いまして節電になりまして不用額が発生したといういい傾向になっております。 

出口委員長 先ほどの保健事業費で、長寿まつりの報償費の件で、医師と看護師の数は幾らですか

と、何人ですかということを聞かせていただけますか。 

串山住民福祉部地域福祉課長兼保健センター所長 健康相談の医師が２名、看護師は３名雇用して

おります。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 じんかい処理費の嘱託職員賃金、これにつきまし

ては、ごみの焼却施設の嘱託職員賃金５名分でございます。 

出口委員長 続きまして、８７ページの委託料のごみの収集委託料の関係です。 

波戸元住民福祉部住民生活課長兼生活環境係長 要望の件ですが、２２年度につきましても、鋭意、

業者と交渉を重ねて財政の削減を図りたいと思います。 

それから、し尿の電気代ですね。この光熱水費の内訳ですけれども、電気代が１，２７

６万５，０００円、水道代が６６５万７，６００円という内訳なんですが、各し尿処理の

設備でポンプなどを動かす電気代、動力代、それと水道代につきましては場内の清掃、そ
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れから放流水も一部使ってますので、その光熱水費代でございます。 

それから、次の修繕料ですけれども、１，８８２万３，３５０円の内訳につきましては、

毎年、し尿処理施設のポンプなどの設備の点検をしております。その点検費用が１，５３

３万、それから、あと汚泥の供給ポンプ、あるいはし渣の脱水機の修繕等々、設備の修繕

を含めた金額でございます。 

それから、最後の４，２００万の工事請負費ですけれども、これは平成２０年度から２

１年度に繰り越しを行った事業でございまして、し尿処理施設に設置しておりますオゾン

発生器の更新を行ったものでございます。 

オゾン発生器というのは放流水から色度を除く設備で、その更新を行った費用４，２０

０万でございます。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、衛生費の質疑を終わります。 

続いて、土木費に入ります。 

決算書の１０１ページの目、都市計画総務費のうち住民生活課に係るものをごらんくだ

さい。 

質疑はございませんか。 

中原委員 これは、路線バス運行補助金のことでいいんですかね。 

質問ではないんですけど、今、行財政改革の特別委員会、また懇談会等でもこの路線バ

ス、赤バスについては議論されているところでありますので、その内容もよく踏まえてと

いうところかと思いますけれども、やはり、安い利用料で住民の足を守る努力を町として

もしていっていただきたいということをこの場で求めておきたいと思います。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、土木費の質疑を終わります。 

以上で、一般会計歳出の質疑を終了いたします。 

続いて、討論を行います。 

まず、反対討論の方ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 賛成討論ございませんか。 
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中原委員 本決算につきましては、これは予算をつくられたのは前町長でありまして、途中から執

行の責任者がかわり、現在の田代町長のもとで決算を行うということになったわけであり

まして、町長がかわったことで重要な施策の転換についても本決算については反映されて

いるところであります。 

中でも、質疑では触れませんでしたが、多奈川保育所の復活に向けての予算化や家庭ご

みの有料化を無料化に戻すための予算の執行等が見られ、町長のかたい決意が示されたも

のというふうに感じているところであります。 

こういった点、また、一時預かり事業ですとか、これは年度途中から実施されたもので

すけれども、非常にニーズが高かったもので、こういった事業や、また国の予算を活用し

ての女性のがん検診、保育所等へのクーラーや空気清浄機の設置など努力してこられ、住

民の利益にかなう予算の執行が見られたというふうに考えるものでありまして、おおむね

賛成できるものというふうに考える立場であります。 

先ほどの質疑の中で、大阪府政の問題について少し触れましたけれども、この点につい

ては維新案の影響については小さな規模でとどめる努力がなされたというふうに感じるも

のでありますし、その点については当局の努力を評価したいと考えるものでありますが、

少ないとはいえ、大阪府の補助金のカットによって廃止をせざるを得ない事業が一部出た

ということも事実であります。 

この点については、本来は町独自の予算をもってしても継続すべきであったと考えるも

のでありまして、この点を考慮すると全面的に賛成できるとは言いがたい点も含まれると

いうものでありますので、今後、大阪府や国の施策の変化もあると思いますし、町の財政

状況もあると思いますけれども、やはり、一番身近な自治体として岬町が住民の暮らしと

利益を守るという立場に立って頑張っていただくように改めて求めるものであります。 

なお、質疑の中でいろいろな答弁を聞くことができましたけれども、非常に前向きな回

答もいただいたところでありますので、今後、努力していただきますように、改めて重ね

て求めて、本委員会に付託された決算については認めたいと思います。 

出口委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第６８号「平成２１年度岬町一般会計決算認定の件」のうち、本委員会に付託され
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た案件について、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第６８号のうち、本委員会に付託された案件は認定されました。 

続いて、議案第７０号「平成２１年度岬町国民健康保険特別会計決算認定の件」を議題

といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。 

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 決算書１３４ページから１６４ページをごらんください。 

質疑はございませんか。 

中原委員 国庫支出金にかかわってお聞きしたい点が１点あります。 

ちょっと過去にさかのぼりますけれども、２００７年、２００８年、２００９年、過去

３年間の収納率の数値をお聞かせいただきたいと思います。 

１点だけです。 

出口委員長 今の、国庫支出金の収納率の部分で答弁。 

中原委員 国庫支出金の収納率じゃないんです。国保料の収納率ですね、国庫支出金にかかわって

と申し上げたと思いますけど。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 今調べています。ちょっと待ってください。 

出口委員長 そうしたら、また後で返答願えますか。 

あと、ほかには質疑ございませんか。 

小川委員 決算書の１３５ページで、国民健康保険料の収入未済額ですか、欠損額。すなわち、こ

れ３億２７７４万７３３１円の不良債権という意味合いのものだと思うんですけれども、

これ、過去にさかのぼって何年度分からの欠損額と、焦げつきという言葉を使ったら適切

なのかどうかわかりませんけれども、その２点だけお教え願えますか。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 収入未済額３億２，７７４万７，３３１円の件ですけれども、

この件につきましては、一番古い分でいきましたら平成３年からの分でございます。その

分が今言いました金額の中になっております。 

今回の、もう１点の不納欠損額９０３万２９０円につきましては、平成７年度より平成
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１８年度までの分でございまして、地方税法の１５条の７の規定により今回、不納欠損を

させていただくものでございます。 

小川委員 未済額が平成３年から残っているわけですよね。それはどういう対応するんですか。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 未済額は平成３年から残っているんですけれども、その分に

つきましては分納誓約を行っておりますので、不納欠損は成立しないということです。 

出口委員長 そういう回答でよろしいんですか。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 今、言いましたように、分納誓約書等をいただき、時効の中

断ができておりますので、平成３年の分が一番古いものになっております。 

出口委員長 ほかに質疑はないですか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 あと、中原委員の部分は、岡本理事、どうしますか。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 平成２０年度につきましては、岬町の徴収率、これは一般被

保険者の、現年度分です。９０．１６％。平成１９年につきましては８８．８２％。平成

１８年度につきましては９０．２８％。平成１７年につきましては９０．９３％というこ

とになっております。 

中原委員 ということでいきますと、ちょっと収納率についてお聞きしたのは、後期高齢者医療制

度が始まったのが２００８年ですので、２００７年と２００８年とで収納率に変化がある

のかなと思ったので、そのあたりについて確認をしたいなと思ってお聞きしたんですが、

今お聞きしたところでいきますと、特段の影響はないというふうに受けとめていいのかど

うか。 

よくあるパターンといったら何ですけれども、後期高齢者医療制度の加入者に当たる方

はご高齢でして、比較的保険料の納入率が高いという傾向がありますので、もしかしたら

その辺で、７５歳以上の方が国保から脱退させられるということで収納率の低下があった

のかなということを思ったんですが、そういったことは見受けられないと理解してよろし

いでしょうか。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 今、中原委員がおっしゃったように、収納率に関して後期高

齢者の方が脱退したからということでなしに、現年度の一般被保険者の分では、影響的な

ものはなかったです。 

出口委員長 そういう回答で、中原委員よろしいですか。 

中原委員 今、お答えになった数値の中に、確認ですけれども、平成で言うと１７、１８、１９年
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度については後期高齢者の年齢の方も含まれての収納率であったということでよろしいん

ですね。 

確認だけさせていただきたいと思います。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 先ほど報告させていただきました収納率の推移について、平

成２０年から平成１７年までの分につきましては、一般被保険者の現年度分の徴収率につ

いて今、話させていただきました。 

これにつきましては、一般の被保険者の分でございます。 

出口委員長 今、中原委員の中で、後期高齢者も含んでるんですかということだったね。 

その辺が、ちょっと質問が回答とかみ違っています。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 後期高齢者医療制度は平成２０年からでございますので、１

７、１８、１９とは後期もみんな入った現年度として一般現年としてやっております。 

中原委員 ありがとうございます。 

今、収納率についてちょっとお聞きしていたのは、後期高齢者医療制度の方が国保から

抜けるということにかかわって岬町の中で、もしかしたら国庫支出金、国から入ってくる

額が減額されているということがあるのではないのかなという心配がありましたのでお聞

きしたんですが、その影響はどうやら受けていないということが確認されましたので、そ

の点については結構です。 

もう１点、実際に被保険者が支払う保険料のことですけれども、予算審議のときには保

険料はまだ確定していない段階ではありましたが、値上げはやむを得ないということが答

弁の中で触れられておりましたが、実際の予算執行された後も確定しておりますので、保

険料についてはどのようになったのか教えていただきたいと思います。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 これは、２２年度の保険料についてでしょうか。 

中原委員 平成２１年度の部分を返答願います。 

岡本住民福祉部理事兼保険年金課長 平成２１年度の保険料につきましては、医療費等が３％アッ

プしており、平成２１年の保険料率に関しまして３％のアップをしております。 

それで、保険料の関係につきましては、議員もご承知のとおり、自己負担金・国・府の

補助金等と保険料で賄うておりまして、その保険料に関しましては２０年度から見まして

２１年度に関しましては３％アップでございます。 

出口委員長 中原委員、よろしいですか。 

ほかにはございませんね。 
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（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

まず、反対討論の方ございませんか。 

中原委員 国保の特別会計については反対することが多いので心苦しいんですけれども、やはり住

民の皆さんの国民健康保険料が非常に高い、分納誓約をしてちょっとずつ払っていくんだ

けれど、それも大変厳しいというご相談が絶えませんので、そういった住民の立場からす

ると反対せざるを得ないというふうに考えるものであります。 

同時に、一般質問で芦田部長とも話させていただきましたけれども、この保険料を下げ

ようと思えば、根本的な原因としては国からの支出金をふやすしかないということであり

ますので、町独自の努力には限界があるということは理解した上でのことでありますけれ

ども、住民の立場に立つならば本決算を認める立場には立てないと申し上げておきたいと

思います。 

出口委員長 賛成討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第７０号「平成２１年度岬町国民健康保険特別会計決算認定の件」について、原案

のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

出口委員長 挙手多数であります。 

よって、議案第７０号は本委員会において認定されました。 

議案第７１号「平成２１年度岬町老人保健特別会計決算認定の件」を議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので理事者の説明を省略したいと思い

ます。 

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 決算書１６５ページから１７２ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第７１号「平成２１年度岬町老人保健特別会計決算認定の件」について、原案のと

おり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第７１号は本委員会において認定されました。 

議案第７２号「平成２１年度岬町後期高齢者医療特別会計決算認定の件」を議題といた

します。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので理事者の説明を省略したいと思い

ます。 

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 決算書１７３ページから１８４ページをごらんください。 

質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

まず、反対討論の方ございませんか。 

中原委員 本件につきましても、町独自でできる努力ということを考えた場合には、制約が余りに

も大きいので、岬町の議会の場で決算認定に反対するということは心苦しい点もあるんで

すけれども、後期高齢者医療制度については、今後の、この医療制度をやめた後の動向に

ついても住民の皆さん、加入者の皆さんに及ぼす影響で非常に懸念されるものが含まれて

おります。 

かねてから申し上げているとおり、２年ごとに保険料が値上げをされ、差別医療のもと

で苦しめられているということを考えた場合に、承服しかねるという立場であります。 



 

47 

出口委員長 賛成討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第７２号「平成２１年度岬町後期高齢者医療特別会計決算認定の件」について、原

案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

出口委員長 挙手多数であります。 

よって、議案第７２号は本委員会において認定されました。 

議案第７５号「平成２１年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）決算認定の件」を

議題といたします。 

本件についても、本会議で説明を行っておりますので理事者の説明を省略したいと思い

ます。 

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 では、決算書２０６ページから２３２ページをごらんください。 

質疑のほうはございませんか。 

中原委員 介護保険に関しては、認定システムの改定の影響が不安視されるところでありますので、

その点についてお聞きしたいと思います。 

この問題については、以前、一般質問でも質問させていただいたところでありますけれ

ども、コンピューターの判定のシステムが変更されるという事態に至って、そのことに対

してさまざまな認知症の家族を抱える会だとか、全国的な大きな批判の的にもなりまして、

以前から介護保険を利用しておられる方については緩和措置が図られたところであります

が、新規の方については非常に大きな影響が出ているんではないかと不安に感じていると

ころであります。 

その実態をお聞かせいただきたいと思うんですが、このシステム回収に伴って、新規の

申請者への影響で考えられるのは、従前より軽度に判定されるケースだとか、あと非該当

になるというケースが多かったんではないかなというふうに、そこが心配される点である

んですけれども、そのあたりの実態についてはどうでしょうか。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 認定システムの更新に当たりまして、更新というか改正に当たりま
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して、確かに介護度が下がる方が出てきておられたのは確かです。 

おっしゃっていただきましたように、当面は暫定で改正前の介護度で構わないというふ

うな承諾書をいただきまして、その介護度で認定をしていたような状況がありましたが、

その暫定期間も終了いたしまして、２２年度、本年度ではすべての方がというか、おおむ

ね皆さんが更新時期を終わられたような状況にあると思います。 

２１年度の新規の方ですね、２１年度でいきますと、新規の方、２０年度４１４件の介

護認定申請がありましたが、２１年度では３３１件というふうに少し申請者の数は減少し

ているのは事実です。 

変更に関しましても、２０年度７９件あったところ、２１年度は５７件、途中で認定期

間の終了を待たずに区分変更とかをされた方になるんですが、そういう状況です。 

更新の件数なんですけれども、２０年度９３３件に対しまして、２１年度は１，０２６

件ということで、更新の件数はかなりふえている状況にあります。 

そのうちで、認定が却下というような方は、途中で死亡された方を除きまして思い当た

るところでは、非常にお元気な方で、どの項目もその調査項目から該当しなかったという

ふうに報告を聞いております。 

２１年度で非該当だった方は、年間で２１名いらっしゃいました。認定の審査件数が１，

３４１件ですので、非該当の判定率は１．６％というふうに結果が出ております。 

サービスを利用している家族の方からの、あるいは高齢者の方の家族からの利用したい

サービスがあるのにもかかわらず判定結果が下回ったためにサービスを利用できないとい

うような状況は、特記事項等でどのようなサービスを利用されているか等は十分に確認を

いたしまして、ご不便がないように十分な配慮を行った上で審査会のほうに申請書を回し

ているというような形を取らせていただいておりますので、それほどご不便をおかけして

いないというふうに担当課は考えております。 

中原委員 ちょっと数値とかを具体的に見てみないと事実で確認できない部分もあると思いますの

で、また、それは別の機会にお教えいただきたいというふうに思いますけれども、担当課

としては不便はかけてないというふうにおっしゃっておられますけれども、果たして本当

に不便をかけてない状況にあるのかどうかという点については、私自身は非常に不安を感

じている点であります。 

特記事項で確認をよくして審査会に回していると、その点については努力されている点

かと思いますけれども、この認定のシステムが変えられてから審査会にあげられた後に、
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その人の介護度が二次判定で変わるというケースが非常に数が少なくなってるんですね。 

ですので、審査会がどの程度その人の実態にあった判定を出せるかどうかという問題も

ありまして、これは審査会に問題があるということではないんですけれども、システム上

で問題がありまして、そういった点も考えますと、本当に利用が必要な人がきちんと利用

ができているのかという点については今後もよく気をつけて、担当部局として見ていって

いただきたいというふうに思うところであります。 

また、この影響については具体的な数値等をお教えいただいて、今後も見守っていきた

いと思いますので、引き続いて利用者の皆さんの立場で担当部局として努力していただき

たいとご要望申し上げておきたいと思います。 

和田委員 ２１１ページの滞納繰越分普通徴収保険料とあるんですけど、これは滞納した分を徴収

したっていう意味になるんかな。この意味がちょっとわからへんので。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 滞納繰越分普通徴収保険料のうち、収入済額が８７万３５０円で、

不納欠損いたしました額が１７２万７，０９０円、収入未済額が１，３４７万８，４５０

円という内訳でございます。 

和田委員 入った額が８７万３５０円しかないということで、滞納分はまだようもらわんというこ

とですか。 

出口委員長 そうです。ほかにございませんか。 

中原委員 今の滞納にかかわってですけれども、ちょっと制度上のこと、私、うろ覚えでして、そ

のことも含めてお答えいただきたいんですが、一定期間、保険料を支払えないという状況

が続いた場合に、実際、受けるサービスについても制限されるというようなペナルティー

があったかと思いますけれども、そういった事態に立ち至っている方はどの程度おられる

のか確認しておきたいと思います。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 給付制限を受けてらっしゃるというか、対象になっていらっしゃる

方は現在いらっしゃいません。 

中原委員 安心いたしました。 

貧困によって保険料が払えない、そういった方のほうが介護の必要度が非常に高い傾向

が全国的にも出ておりますので、保険料が払えないことで実際に必要になった場合に介護

給付が受けられないというようなことは、岬町内では今のところないということが確認で

きましたので大変安心したところであります。 

この点につきましては、窓口等でも支払いの相談等に来られた利用者の方などに、給付
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制限の対象者になっては困るので、支払い方、いろいろ考えて少しずつでも支払っていっ

てくださいねというようなアドバイスをなされているところもお見受けしておりますので、

その点については担当の職員の皆さんの努力、また、利用者の立場で運用しておられると

いうことについて評価いたしたいと思います。 

今後も、利用者の皆さんが受けたいサービス、必要なサービスが受けられるように、継

続して努力を強めていただきますように要望しておきたいと思います。 

出口委員長 ほかにはございませんか。 

鍛治委員 午前中に平成２２年度の介護保険の加入状態を聞いたんですが、人口１万８，４７１人

のうち、４０歳から６４歳が６，３１３人、６５歳以上が５，１８９人、約１万１，５０

０人超ですけども、このうち、要支援１から始まって介護５とありますが、大体どれぐら

いの人が入っておられますか。 

これは、２１年度でも２２年度でも、資料のあるほうで結構ですのでお願いします。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 ２２年７月現在の数字でよろしいでしょうか。 

要支援も含めましてですよね。要支援１の方が１９４名、要支援２の方が２８５名、要

介護１の方が１１５名、要介護２の方が２４３名、要介護３の方が１４２名、要介護４の

方が１３５名、要介護５の方が９０名となっております。 

鍛治委員 計でいくらになるかわかりますか。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 １，２０４名です。 

出口委員長 ほかにはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 では、質疑がないようですんで、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

まず、反対討論の方ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 賛成討論ございませんか。 

中原委員 本決算につきましては、質疑ではお聞きはしませんでしたが、介護従事者の処遇改善に

かかわっての予算執行もなされたところであります。 

介護従事者の処遇については非常に劣悪な状況があるということはテレビ等でも報道さ

れ、皆さんもよくご存じのところかと思います。 

この介護従事者への給与をアップしようということで、国からの手当があって、町を通
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じてその手当がなされたということも含まれておりまして、ただ、実際に本当に介護従事

者の処遇が改善されたのか、給料が値上げされたのかということについてはお聞きしたと

しても、それは町ではわからないというところだと思いますのであえて聞きませんでした

が、この点についても介護従事者の皆さんが安定して職につけるように町としても目配り

をしていただきたいというふうに思います。 

この点は、１点ご意見だけ申し上げておきたいと思うのと、それから、本決算について

は、予算の段階で、岬町においては基金が大胆に投入されたという経緯がありました。 

そのことで保険料の負担の軽減を図ることができたという点で高く評価したところであ

りますので、今後もより一層保険料の値下げを実現するために努力をしていっていただき

たいと要望も含めて賛成といたします。 

出口委員長 ほかの方、討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第７５号「平成２１年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）決算認定の件」に

ついて、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第７５号は本委員会において認定されました。 

議案第７６号、「平成２１年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）決算認

定の件」を議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので理事者の説明を省略したいと思い

ます。 

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 決算書２３３ページから２３９ページをごらんください。 

質疑ございませんか。 

中原委員 １点だけ確認しておきたいと思います。 

岬町においては、サービス提供責任者は継続して正規職員で配置することができている

かどうか、確認したいと思います。 
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廣田住民福祉部高齢福祉課長 地域包括支援センターの主任ケアマネのことをお尋ねいただいてい

るのかと思いますが、２０年度に引き続き正職員で配置をしております。 

出口委員長 ほかにはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。 

討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第７６号「平成２１年度岬町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）決算認定

の件」について、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第７６号は本委員会において認定されました。 

では、修正部分がありますので、南理事のほうからお願いしたいと思います。 

南住民福祉部理事兼子育て支援課長 先ほど、議案第６８号、平成２１年度一般会計決算認定の件

で、厚生委員会の資料の８ページをごらんいただきたいと思います。 

この中で、児童福祉費補助金子育て応援特別手当交付金８１３万６，０００円のこの部

分と予算書のほうの７８ページの１９に負担金補助及び交付金８１３万６，０００円、歳

出があります。 

歳入と歳出、これの説明のときに、私のほうが１８名の転出がおられて、転出先で支払

われたという答弁を行いました。 

これについては誤りでございまして、子育て応援特別手当は２２６人が対象者で、私は

２４４人ということで１８人ちょっと誤った調べをしておりまして、１人当たり３万６，

０００円の計８１３万６，０００円が支払われ、支払率としては１００％という形になっ

ております。 

説明に誤りがありましたことをおわびします。どうも済みませんでした。 

廣田住民福祉部高齢福祉課長 同じく、補正予算のときにスプリンクラーの設置のところで、なぎ

ささんの持ち出し分はどれぐらいなのかというご質問を中原議員から受けておりました。 
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なぎささんのほうからいただいたのが、ことし、平成２２年の２月現在での見積もりと

いうか、申請書での金額になりますので、超概算にはなりますが、その時点では４９８万

でいただいております。 

補正予算が通りました後、なぎささんにその旨お話をした上で、再度、なぎさで正式な

見積もりを取るということですので、恐らくこの金額からは下がってくるのではないかと

思っております。 

出口委員長 では、以上で委員会に付託を受けました議案１０件についてはすべて議了いたしまし

た。 

本日の審議経過並びに結果については、次の本会議において委員長報告を行いますので、

委員の皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

これで、厚生委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

（午後２時２１分 閉会） 
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